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自動車排出ガス低減装置等の性能試験の案内                                  
  平 成 2 ４ 年 ４ 月 改 定 

 (公 財 )東 京 都 環 境 公 社   

東 京 都 環 境 科 学 研 究 所 

 

(公財)東京都環境公社 東京都環境科学研究所（以下「研究所」）は、東京都から委託を受けて、

「東京都自動車排出ガス試験等手数料条例」（以下「条例」）に基づき、自動車排出ガスを低減する

装置等の性能に関する試験（以下「性能試験」）を実施しています。 

 性能試験では、低減装置等を装着する前・後の、自動車排出ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）や粒

子状物質（ＰＭ）等の排出量及び燃費等の試験（以下「低減装置等の試験」）のほか、型式認証を受

けない重量車（以下「非認証重量車」）を対象とする自動車排出ガス試験（以下「その他の試験」）

も行います。 

 性能試験の依頼方法等は、次のとおりです。 

  

１ 試験を依頼できる方 

  住所、勤務地等に関わりなく、依頼できます（以下「依頼者」）。 

 

２ 試験の対象となる低減装置等および自動車 

(1) 低減装置等の試験 

自動車排出ガス中のＮＯｘやＰＭ等の低減または燃費の向上を目的として、現に使用されて

いる自動車に容易に装着・使用できる低減装置、燃料、添加剤等 

注 1：燃料に添加剤を加える場合や、試験車両に燃料としてガソリン、バイオマス燃料等を使

用する場合は、燃費試験（直接法）は行いません。 

注 2：「アンモニア水を用いたＮＯｘ低減装置」等で、その装着等により人の健康に障害の生

じる恐れがあるもの、計測設備に影響を与える恐れがあるものは、試験が出来ない場合が

あります。 

(2) その他の試験 

非認証重量車を対象とする自動車排出ガス試験を行います。 

ディーゼル１３モード、ガソリン１３モード、ＪＥ０５モード、10・15 モードによる試験

を実施します。 

 

3  試験方法 

性能試験の方法は、依頼者が別紙 1 に示す試験方法の中から選択して依頼してください。 試験

方法は国土交通省が定める排出ガス試験方法に準じています。 

  

4 試験に使用する自動車 

(1) 試験に使用する自動車（以下「試験車両」）は、依頼者の負担でご用意願います。 

(2) 試験車両の規格は、研究所の大型・小型自動車排出ガス計測装置で試験が可能な、別紙 2 に

記載した条件を満たすものに限ります。 

(3) 特殊な車両については、試験ができない場合がありますので、事前にご相談ください。 

 

5 性能試験の依頼に必要な書類 

  (1) 性能試験依頼書（条例施行規則（以下「規則」）第３号様式） 

  ア 低減装置等の試験 

   ① 記の「装置等名」欄には装置等の名称と、（ ）書きで型式を記入してください。 

② 「装置等の概要」欄には装置等の目的や用途、原理を簡潔に記入してください。 

③ 「試験の内容」欄には選択する試験方法等を記入してください。 
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  イ その他の試験 

① 記の「装置等名」欄には「非認証重量車」とだけ記入してください。 

② 「装置等の概要」欄には「車名型式」、「車台番号（又はシリアル番号）」及び「通関

証明書番号」を記入してください。 

③ 「試験の内容」欄には選択する試験方法等を記入して下さい。 

   (2) 依頼書の添付資料 

ア 低減装置等の試験 

①  試験を受けようとする装置等の構造図、取付け図等 

② 説明資料又はカタログ、パンフレット等 

イ その他の試験 

「自動車通関証明書」の写し（面談時に、原本を持参してください。） 

 

6 性能試験の受諾の決定 

(1) 依頼書の受付後に面談を行い、低減装置等の内容、装置の安全性と脱着の容易さ、試験車両

の規格等を確認した上で、試験方法や試験実施日、試験手数料額等を確定します。 

(2) 依頼者から研究所に対して、確認書を提出していただきます。 

提出後は、原則として、低減装置等の内容や試験車両、試験方法等の変更、試験実施日の延

期及び試験依頼の取下げはできません。 

(3) 受諾の決定は、性能試験承諾書（施行規則第４号様式）により通知します。 

   

７ 試験手数料の納付 

(1) 性能試験の手数料は、別紙１に示すとおりです。（条例第 2条） 

(2) 試験手数料は、研究所からお送りする納付書（納入通知書兼領収証書。以下同じ。）により

研究所窓口または指定の金融機関に払込んでください。 

納付書は、性能試験承諾書とともに郵送します。 

金融機関を利用する場合は別に払込み手数料が必要となります。 

(3) 納付書に記載された納付期限までに手数料が払込まれない場合は、試験が予定どおりできな

くなりますので、ご注意ください。 

(4) 納入された試験手数料は、災害または研究所の都合等により依頼された試験ができなかった

場合を除き、還付しません。（条例第 9 条及び規則第５条） 

 

８  試験車両の搬入・搬出 

(1) 試験車両は、依頼者の費用負担と責任において指定する日時に研究所に搬入し、試験終了後、

搬出してください。 

(2) 試験に必要な日数は、低減装置等の試験は通常３日間、その他の試験は通常２日間です。 

搬入した翌日に試験を実施し、低減装置等の試験は試験日の翌日に、その他の試験は試験日の

当日に試験車両を返却します。（試験日数等は、試験内容等によって異なる場合があります） 

(3) 試験車両の搬入・搬出に当たっては、指定日時を厳守してください。駐車場スペースに余裕

がありませんので、ご協力をお願いします。 

(4) 事前の連絡が無く、指定日時に試験車両が搬入されない場合は、原則として試験は中止とな

ります。なお、試験手数料は還付されませんのでご注意ください。 

(5) 試験車両を搬入・搬出する際は、東京都環境確保条例第 37 条の粒子状物質排出基準を遵守

してください。 

 

９  試験結果の通知等 

(1)  試験の結果は、性能試験結果通知書（施行規則第７号様式）と次の書類でお知らせします。 

   ア 低減装置等の試験 ： 性能試験結果書 

   イ その他の試験   ： 自動車排出ガス試験結果成績表 



   

 3 

(2)  依頼者は、低減装置等の試験結果を広告、掲示、印刷物、包装容器その他の媒体に表示使用

する場合は、東京都環境局長の承認を受けなければなりません。（規則第 11 条） 

《参  考》 

●自動車排出ガス試験の流れ     （注）枠のなかの数字はこの本文に記載のある章の番号を表す。 

【依  頼  者】         【東京都環境科学研究所】 

依頼書の持参又は送付 ５   →    依頼書の受付及び書類審査 

                         ↓ 

     面談実施（試験項目・方法、試験実施日、手数料金額等の確認） ６ 

       ↓ 

確認書の送付 ６       →    確認書の受領、試験実施諾否の決定 

                ↓ 

試験実施諾否通知の受理    ←    試験実施諾否の通知 ６ 

↓               （承諾書、納付書又は不承諾書） 

試験手数料納付・納付書写 fax 送信 ７ → 納付書写 fax受信（納付済み確認） 

                     ↓  

   試験車両（含装置）搬入等 ８  →   試験開始 

     （試験立会い）             ↓（試験実施）        

試験車両（含装置）搬出等 ８  ←   試験終了 

↓     

   試験結果通知書の受領     ←    試験結果通知書の送付 ９ 

●自動車排出ガス試験ができる他の公的な試験機関 

(一財)日本自動車研究所              

 〒305-0822 茨城県つくば市苅間 2530     電話：029-８56-112０、1112 

(一財)日本車両検査協会東京検査所   

 〒114-0003 東京都北区豊島 7-26-28         電話：03-3912-2361 

(公財)日本自動車輸送技術協会昭島研究室  

 〒196-0001 東京都昭島市美堀町 4-2-2       電話：042-544-1004 

 

◆試験の依頼及び問い合わせ先 

(公財)東京都環境公社 東京都環境科学研究所 

所在地：〒136-0075 東京都江東区新砂１－７－５ 

電話：03-3699-1331 / FAX：03-3699-1345 

試験実施部門 調査研究科大気・自動車環境研究領域内線 391 

試験手数料等 研究調整課庶務係          内線 211 
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別紙１        試 験 方 法 及 び 手 数 料 一 覧 
 

１ 小型自動車 （車両総重量 3.5ｔ以下） 

番 号 試 験 方 法 測 定 項 目 基 礎 部 分 計 測 部 分 

１ ディーゼル６モード 
CO,NOx,HC,CO2 

１２１，０００円 

９３，０００円 
２ ガソリン 6モード 

３ ディーゼル１３モード CO,NOx,HC,CO2,PM ２３１，０００円 

４ ガソリン１３モード CO,NOx,HC,CO2 １６８，０００円 

５ ガソリン１１モード 

CO,NOx,HC,CO2, 

燃費（計算法） 

３４，０００円 

６ ディーゼル 10・15モード 

７９，０００円 ７ ガソリン 10・15 モード 

８ 実走行パターン 

９ M１５モード ７３，０００円 

１０ 粒子状物質測定 
PM（走行モードと同

時に測定） 
４３，０００円 

１１ 燃費試験（直接法）  
燃費（直接法：走行モ

ードと同時に測定） 
６７，０００円 ３８，０００円 

１２ 排気煙濃度試験 黒煙 ５１，０００円 ２１，０００円 

１３ アイドリング燃費試験 燃費（直接法） １１，０００円 ２２，０００円 

１４ スモークテスト 黒煙 － ６，０００円 

１５ 過渡走行モード CO,NOx,HC,CO2,PM 

１２１，０００円 

１２３，０００円 

１６ 
再生性能試験 

（過渡走行モード） 背圧、背圧測定開始時

の排出ガス温度 

１９８，０００円 

１７ 
再生性能試験（ディーゼル

10・15 モード） 
１４５，０００円 

１８ ＪＣ０８モード 
ＪＣ０８Ｈモード CO,NOx,HC,CO2

燃費（計算法） 
１５２，０００円 

ＪＣ０８Ｃモード 

負荷設定 
燃費試験のみ － ２５，０００円 

その他 － ４５，０００円 

【注】 

① 粒子状物質測定及び燃費試験（直接法）については、単独では測定ができないため、走行モード（ディー

ゼル１０・１５モード、実走行パターン、Ｍ１５モード、ＪＣ０８モード等）とともにお申し込みくださ

い。 

② 燃費（直接法）とは、燃料流量計により燃費を求める方法です。 

なお、燃費（直接法）については、軽油を燃料とする場合のみお申し込みできます。（ガソリンやバイオ

マス燃料、燃料添加剤等を用いる場合は、受け付けておりません。） 

③ 燃費（計算法）とは、排出ガス測定結果から計算により燃費を求める方法です。 

④ 負荷設定は、上表の試験のうち、５、６、７、８、９、１５、１６、１７、１８の番号の試験に必要とな

ります。 
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２ 大型自動車 （車両総重量 3.5ｔ超） 

番 号 試 験 方 法 測 定 項 目 基 礎 部 分 計 測 部 分 

１ ディーゼル６モード 
CO,NOx,HC,CO2 ３００，０００円 １３０，０００円 

２ ガソリン 6モード 

３ ディーゼル１３モード CO,NOx,HC,CO2,PM 

３２４，０００円 

３３６，０００円 

４ ガソリン１３モード CO,NOx,HC,CO2 ２３２，０００円 

５ 実走行パターン CO,NOx,HC,CO2, 

燃費（計算法） 
９０，０００円 

６ M１５モード 

７ 粒子状物質測定 
PM（走行モードと同

時に測定） 
５６，０００円 

８ 燃費試験（直接法）  
燃費（直接法：走行モ

ードと同時に測定） 
２１８，０００円 ４９，０００円 

９ 排気煙濃度試験 黒煙 １１２，０００円 ３１，０００円 

１０ アイドリング燃費試験 燃費（直接法） １３，０００円 ３０，０００円 

１１ スモークテスト 黒煙 － ７，０００円 

１２ 過渡走行モード CO,NOx,HC,CO2,PM 

３２４，０００円 

１４７，０００円 

１３ 
再生性能試験 

（過渡走行モード） 

背圧、背圧測定開始時

の排出ガス温度 
２６４，０００円 

１４ JE０５モード 
CO,NOx,HC,CO2  

１８８，０００円 

１５ １０・１５モード １０９，０００円 

負荷設定 
燃費試験のみ － ４１，０００円 

その他 － ６４，０００円 

【注】 

① 粒子状物質測定及び燃費試験（直接法）については、単独では測定ができないため、走行モード（実走行

パターン、Ｍ１５モード、ＪＥ０５モード、１０・１５モード等）とともにお申し込みください。 

② 燃費（直接法）とは、燃料流量計により燃費を求める方法です。 

なお、燃費（直接法）については、軽油を燃料とする場合のみお申し込みできます。（ガソリンやバイオ

マス燃料、燃料添加剤等を用いる場合は、受け付けておりません。） 

③ 燃費（計算法）とは、排出ガス測定結果から計算により燃費を求める方法です。 

④ 負荷設定は、上表の試験のうち、５、６、１２、１３、１４、１５の番号の試験に必要となります。 

⑤ ディーゼル車にて、その他の試験（非認証重量車を対象とする自動車排出ガス試験）のＪＥ０５モード、

１０・１５モード試験を行う場合は、上表７番の粒子状物質測定の試験も必要となります。 

 

３ 手数料の計算方法 

(1) 一つの試験方法による場合  ：基礎部分の額＋（計測部分の額×試験回数） 

(2) 二つ以上の試験方法による場合：基礎部分（最高額）の額＋（計測部分の額×試験回                  

               数＋計測部分の額×試験回数＋・・・・・・・・・） 

(3) 負荷設定をする場合     ：(1)又は(2)の額に負荷設定額を加えた額 
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別紙 2  自動車排出ガス低減装置等の性能試験が可能な自動車 

  

 試験可能な車両は、原則として次の車両規格に適合するものです。車検証等により事前にご確認ください。 

 また、特殊な車両については試験ができない場合がありますので、事前にご相談ください。 

 

小型自動車の車両規格 

No. 項    目            規     格 確認 

 1 車両総重量 800kg～3,500kg 以下(４WD 車は 1,000～3,500kg)  

 2 車両寸法 
全長 3,000～5,000 ㎜、全幅 1,400～2,100 ㎜、 

全高２,300 ㎜以下 

 

 

 3 軸間距離 1,700～3,500 ㎜  

4 タイヤトレッド 1,000～1,900 ㎜  

5 最高出力 220kW 以下  

6 駆動方式 フルタイム４輪駆動車を除く  

 7 変速機 試験項目によっては、オ－トマティック車は不可  

 8 エアクリ－ナ－ボックス １つである車両に限る  

 9 排気管の位置 車体の下側に配置  

10 排気管開口部の形状 原則として、直管構造でその長さが 100 ㎜以上  

11 燃料パイプ 
ディ―ゼル車の場合、燃料タンクとの接続部分がラバ

－ホース等で構成され、容易に取り外せること 

 

 

12 アイドリングストップ機能がある場合 機能を解除できること  

 

大型自動車の車両規格 

No. 項     目          規     格 確認 

 車両総重量 
3,500kg 超～ 2０ ,000kg(後輪２軸車は 6,000 ～

25,000kg) 

 

 車両寸法 全高 3,800 ㎜以下  

3 第１軸と駆動輪軸の軸間距離 2,000～6,800 ㎜  

4 後輪２軸の場合の軸間距離 1,200～1,45０㎜  

5 タイヤトレッド 1,240～2,050 ㎜  

6 タイヤ径 600～1,10０㎜  

7 タイヤ幅 150～305 ㎜  

8 最高出力 370kW 以下  

9 駆動方式 後輪駆動車に限る  

10 変速機 試験項目によってはオ－トマティック車は不可  

11 エアクリ－ナ－ボックス １つである車両に限る  

12 排気管の位置 車体の下側に配置  

13 排気管開口部の形状 原則として、直管構造でその長さが 100 ㎜以上  

14 燃料パイプ 
ディーゼル車の場合、燃料タンクとの接続部分がラバ

－ホ－ス等で構成され、容易に取り外せること 

 

 

15 アイドリングストップ機能がある場合  機能を解除できること   


